
 資料１ 

市町村における要電源医療的ケア児者に係る災害時等の停電を見据えた支援等体制の整備について 

１ 要電源医療的ケア児者の災害時支援の現状と課題 

○ 在宅で人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者（以下「要電源医療的ケア児者」という）にとって、 

停電による電源の喪失が災害時等の生命の危機に直結する。 

○ そのため、要電源医療的ケア児者やその家族（以下「要電源医療的ケア児者等」という。）にとっては、自ら電源を必要とする

医療機器のための非常用電源装置等の備え（自助）のほか、非常用電源装置等が稼働している間に市町村や関係機関等による支援

が必要となることから、災害対策基本法に基づく個別避難計画の策定及び個別避難計画に基づく支援体制の構築（公助・共助）が

一層重要である。 

 ○ 本年度、県において市町村の取組状況について調査（※）したところ、自助の観点からは非常用電源装置等の確保促進、公助・

共助の観点からは要電源医療的ケア児者の把握の推進、避難行動要支援者名簿への掲載や個別避難計画の策定の対象者に医療的ケ

ア児者が含まれていない等の課題が明らかとなった。 

 

※調査概要 

ア 令和５年度市町村要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備補助等制度の整備状況調査 【別添資料１-１】 

   ○補助制度整備市町村数 令和５年度３０市町（令和６年度見込 ３５市町）、補助件数（令和４年度実績）１５市町３８人 

イ 日常的に電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者の把握及び災害時支援に向けた取組等状況調査【別添資料１-２】 

   ○把握している要電源医療的ケア児者数 令和５年度３０市町３８２人（令和４年度３１２人） 

○身体障がい者等以外の要電源医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿登載対象とする市町村 令和５年度６市町 

主な課題  

（１）  要電源医療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進 

（２）  市町村における要電源医療的ケア児者の把握の推進 

（３）  避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定における要電源医療的ケア児者への対応等の推進 

（４）  その他 
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令和５年度 市町村要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備補助等制度の整備状況調査結果

在宅
生活者

正弦波ｲﾝﾊﾞｰ
ﾀｰ発電機

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源
等（蓄電池）

DC／AC
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ

生活保護
世帯

市町村民税
非課税世帯

市町村民税
課税世帯

(避難計画
策定人数）

件数 補助額 件数 補助額 件数 補助額

有 ○ ○ 100,000 100,000 100,000 原則1割負担 0円 37,200円 ○ 808,591 9 12 0 0 12 1,103,900 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 0円 37,200円 240,000 4 1 1 54,000

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 37,200円 ○ 2 2 114,000

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 120,000 2 1 0 0 1 54,000 0 0

有 ○ ○ 100,000 100,000 100,000 原則1割負担 ○ 300,000 3 0 0 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担 0円 0円

障がい児で課税28万
円未満：4,600円
障がい者で課税16万
円未満：9,300円

480,000 4 0 0 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担
基準額超過分は
自己負担

○ 120,000 1 0 0 0 0 0 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 1割 ○ 120,000 1 1 1 54,000

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担 240,000 2 0 0 0 0 0 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担
基準額超過分は
自己負担

○ 1,100,000 6 3 1 108,000 3 162,000 0 0

検討中 R6見込

有
R5.10
月予定

○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 0円 450,000 5 0 0 0 0 0 0 0

無 未定

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担 120,000 1 0 0 0 0 0 0 0

検討中 R6見込

検討中 R6見込

検討中 R6見込

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 0円 0円 基準額超過分は
自己負担

120,000 1 -

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 １割負担 0円 120,000 1 0

検討中 R6見込 ○ ○ 0 0 － 0 0 0 0 0 0

本巣市

岐南町

笠松町

北方町

大垣市

岐阜市

羽島市

山県市

瑞穂市

輪之内町

安八町

揖斐川町

大野町

池田町

海津市

養老町

垂井町

関ケ原町

神戸町

要

要

要

否

要

否

要

要

要

要

要

要

要

要

要

無

無

検討中

検討中

無

検討中

有

無

有

無

有

無

予定なし

その他

その他

対象予定

予定なし

対象予定

検討中

検討中

対象予定

対象予定

予定なし

予定なし

予定なし

無

無

非常用電源装置等購入費助成事業

助成対象となる
要電源重度障がい児者

日常生活用具給付事業
で実施のため不明

助成制度の有
無等

県補
助金

日常生
活用具
給付等
事業

その他
施設・病院等
一時帰宅者

各務原市

令和5年度補助概要

自己負担上限額

利用者負担（額・割合等）

備考

市町村名

令和5年度予算 令和４年度補助実績

助成対象装置及び基準額 複数回補助の状況

活用財源

整備(予
定）時期

上限額10万円

対象予定

実人数 正弦波インバー
ター発電機

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源等
（蓄電池）

DC／AC
インバーター

有無等
耐用年数
経過後
ごと

予算額
単位：円

実人数
(見込)割合

個別避
難計画
等策定
の要否

別添資料１－１
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令和５年度 市町村要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備補助等制度の整備状況調査結果

在宅
生活者

正弦波ｲﾝﾊﾞｰ
ﾀｰ発電機

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源
等（蓄電池）

DC／AC
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ

生活保護
世帯

市町村民税
非課税世帯

市町村民税
課税世帯

(避難計画
策定人数）

件数 補助額 件数 補助額 件数 補助額

非常用電源装置等購入費助成事業

助成対象となる
要電源重度障がい児者

助成制度の有
無等

県補
助金

日常生
活用具
給付等
事業

その他
施設・病院等
一時帰宅者

令和5年度補助概要

自己負担上限額

利用者負担（額・割合等）

備考

市町村名

令和5年度予算 令和４年度補助実績

助成対象装置及び基準額 複数回補助の状況

活用財源

整備(予
定）時期

実人数 正弦波インバー
ター発電機

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源等
（蓄電池）

DC／AC
インバーター

有無等
耐用年数
経過後
ごと

予算額
単位：円

実人数
(見込)割合

個別避
難計画
等策定
の要否

別添資料１－１

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担 ○ 420,000 6 4 0 0 4 228,000 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 0円
基準額超過分は
自己負担

378,000 6 1 0 0 1 60,000 1 22,000

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担
基準額超過分は
自己負担

120,000 2 0 0 0 0 0 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 540,000 3 1 1 108,000

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 420,000 2 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担 210,000 3 0 0 0 0 0 0 0

無 未定

有 ○ ○ 120,000 60,000円 30,000円 原則1割負担 720,000 1

無
予定な

し

検討中 未定

無
予定な

し
0

無
予定な

し
0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 １割 210,000 1 1 0 0 1 54,000 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則１割負担 2,100,000 30 1 1 60,000

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担 240,000 2 1 1 54,000

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 課税世帯
原則１割

0円 0円 37,200円 ○
日常生活用具
給付事業で実
施のため不明

1 0 0 0 0 0 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 課税世帯
原則１割

0円 ○ 630,000 9 3 0 0 3 174,000 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 課税世帯
１割

0円 ○ 900,000 10 2 0 0 2 108,000 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則1割負担 所得により軽減 ○ 3,200,000 32 4 3 319,400 1 60,000 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 原則5/100 240,000 2 0 0 0 0 0 0 0

有 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 課税世帯１割 756,000 4 0 0 0 0 0 0 0

無
予定な

し

対
象

対象
予定

検討
中

予定
なし

要
不
要

有
検討
中

無

整備済み 30 26 4 30 0 6 11 11 27 3 4 12 14 11 15,422,591 154 38 5 535,400 34 2,339,900 1 22,000

県補助制度 26 26 26 0 6 11 9 26 0 0 12 14 7 14,314,000 141 24 5 535,400 20 1,122,000 1 22,000

日常生活用具
給付事業

4 4 4 0 0 0 2 1 3 4 0 0 4 1,108,591 13 14 0 0 14 1,217,900 0 0

R6整備見込 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

未整備 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

集
計

関市

美濃市

郡上市

美濃加茂市

可児市

白川町

東白川村

御嵩町

多治見市

土岐市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

下呂市

白川村

瑞浪市

中津川市

恵那市

高山市

飛騨市

要

要

要

要

要

要

要

要

要

要

否

要

要

有

検討中

検討中

検討中

検討中

無

検討中

検討中

検討中

予定なし

検討中

検討中

予定なし

無

無

検討中

無

無

検討中

無

要

要

要

予定なし

検討中

検討中

予定なし

検討中

予定なし

対象予定

検討中

検討中

検討中

検討中

予定なし
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１　要電源医療的ケア児者の把握について

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

　要電源医療的ケア児者の把握に取り組む市町村数 34 8 9 11 3 3

個人を特定して把握している市町村数 5 2 0 2 1 0

個人を特定しての把握に努めているが、十分な把握に至っていない市町村数 25 6 9 6 2 2

把握に努めた結果、現在対象者はいない市町村数 4 0 0 3 0 1

　把握している要電源医療的ケア児者数 382 214 84 65 14 5

２ 避難行動要支援者名簿への掲載や個別避難計画の策定の対象者について

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

　対象としている市町村数 6 1 1 4 0 0

　対象とすることを検討している市町村数 3 0 1 1 0 1

３ 要電源医療的ケア児者の把握を想定した避難行動要支援者名簿への掲載や個別避難計画の内容について

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

　確認（把握）した要電源医療的ケア児者の人数 24 8 14 2 0 0

　確認（把握）できる市町村数 7 2 1 4 0 0

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

　確認（把握）した要電源医療的ケア児者の人数 25 3 14 2 4 2

　確認（把握）できる市町村数 11 3 2 4 1 1

医療的ケア児者の状態（医療的ケアの内容を含む） 6 0 2 1 2 1

使用している医療機器 7 1 0 3 2 1

使用している医療機器の詳細（機器型式、稼働に必要な電力量等） 1 0 0 1 0 0

支援している関係機関 5 1 1 1 1 1

圏域

確
認
内
容

（２）個別避難計画における要電源医療的ケア児者の状況の確認（把握）の可否 該当数
圏域

要電源医療的ケア児者の把握及び災害時支援に向けた取組等状況調査結果概要

該当数 圏域

該当数
圏域

　要電源医療的ケア児者の把握状況

　身体障がい者等以外の要電源医療的ケア児者の名簿掲載の対象状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自ら掲載を希望したものを除く）

（１）避難行動要支援者名簿内の「避難支援等を必要とする事由」を記載する欄における「要
　　電源医療的ケア児者」確認（把握）

該当数

別添資料１－２
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４ 要電源医療的ケア児者の把握等について

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

身体障害者手帳の情報 26 6 7 9 2 2

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等の申請時診断書情報 10 2 2 5 0 1

障害福祉サービス等の支給決定状況等受給者証情報 13 3 1 6 1 2

(障がい)日常生活用具・補装具の申請・支給時の把握情報 11 2 1 6 0 2

要電源医療的ケア児者非常用電源整備補助情報 14 3 1 6 1 3

医療的ケア児支援の協議の場、障害者自立支援協議会等の情報 9 2 1 5 0 1

訪問看護ステーションからの提供情報（情報提供書） 7 1 1 4 0 1

母子保健法に基づく乳幼児健康診査結果 7 1 1 4 0 1

NICU等医療機関からの提供情報（母子保健関係） 7 1 1 4 0 1

介
護

11 3 2 4 1 1

保
健
所

8 1 1 5 0 1

児童扶養手当更新申請時等に保護者からの聴き取り 7 1 0 5 0 1

民生委員等からの情報提供 17 4 4 6 2 1

16 4 3 6 1 2

※活用していない（できない）主な理由

　・避難行動要支援者名簿への掲載要件について、要電源医療的ケア児者のみを特別に指定していない
　・個別避難計画を策定する手続きの中で、情報共有する仕組みがない
　・各部署の情報を突合し把握することが困難

障
害
福
祉

母
子
保
健

保健所が提供できる「人工呼吸器装着難病患者情報」

そ
の
他

介護保険サービスの支給決定状況等受給者証情報（認定調査、アセスメント、ケアプラン、モニタ
リング結果等）

（１）要電源医療的ケア児者把握のための保健福祉等情報の活用（情報保持する担当課と防
　　災担当課の連携）状況

活用している
市町村数

圏域

その他、本人・家族からの福祉担当課・保健センター等窓口への相談から明らかになった内容
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岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

　要電源医療機器供給事業者等と協力 0 0 0 0 0 0

　その他協力している機関（医療機関） 0 0 0 0 0 0

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

身体障害者手帳等の手帳担当課 25 5 6 8 3 3

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等担当課 9 1 2 5 1 0

障害福祉サービス等の支給決定等担当課 12 2 3 5 1 1

（障がい）日常生活用具・補装具の申請・支給担当課 12 2 3 5 1 1

要電源医療的ケア児者非常用電源整備補助情報 16 5 3 5 1 2

医療的ケア児支援の協議の場又は障害者自立支援協議会等の情報 7 1 1 4 1 0

訪問看護ステーションからの提供情報（情報提供書） 5 1 0 4 0 0

母子保健法に基づく乳幼児健康診査等担当課 3 1 0 2 0 0

NICU等医療機関からの提供情報（母子保健関係） 3 1 0 2 0 0

介護保険サービスの支給決定等担当課 9 1 1 5 1 1

（介護保険）日常生活用具・補装具の申請・支給担当課 7 1 1 4 1 0

保
健
所

4 1 1 2 0 0

児童扶養手当更新申請時等に保護者からの聴き取り 3 1 0 2 0 0

民生委員等からの情報提供 15 4 4 6 1 0

13 3 2 7 0 1

（２）　要電源医療機器供給事業者等の関係機関の協力により、　要電源医療的ケア児者情
　　　報の把握を行っている例

市町村数
圏域

（３）　要電源医療的ケア児者の情報を保持する担当課と防災担当課（避難行動要支援者名
　　簿・個別避難計画の担当課）の連携による、避難行動要支援者名簿の掲載や計画策定に
　　関する周知・案内

周知・案内して
いる市町村数

圏域

※周知等していない（できない）主な理由

　　・避難行動要支援者名簿の掲載については広報紙などで市民へ周知をしており、名簿に掲載を希望する方には個別で対応している
　　・各部署の情報を突合し把握することが困難
　　・民生委員の方に依頼をかけ周知・案内を行っているため。

障
害
福
祉

母
子
保
健

そ
の
他

その他、本人・家族からの福祉担当課・保健センター等窓口への相談から明らかになった内容

保健所が提供できる「人工呼吸器装着難病患者情報」

介
護

6



岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

　要電源医療的ケア児者の把握 4 0 0 2 0 2

　名簿掲載や計画策定についての周知を依頼 7 1 1 3 1 1

　計画策定に協力 3 0 1 1 0 1

（５）電力会社等や要電源医療機器提供事業者等と連携して、対象者の把握・名簿掲載や計画策定に取り組んでいる事例

　該当なし

（６）その他、要電源医療的ケア児者の把握等にあたり市町村独自に行っている取組や苦慮している点

　・年度当初に医療ケア児の現状把握のため、市内の訪問看護事業所に、該当者の看護報告書の提出依頼をしている。
　・相談支援専門員との連絡調整会議の際に、医療的ケア児等に該当する人の情報提供を随時依頼している。
　・手当・手帳の申請・更新時、福祉サービス支給決定時、日常生活用具登録時等に状況確認、窓口対応時に聞き取りにて把握に努めている。

（４）相談支援事業者等との連携（要電源医療的ケア児者の把握・名簿掲載のための周知・
    個別避難計画の策定）

市町村数
圏域
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５ 要電源医療的ケア児者の避難所と避難方法について
（１）避難所における電源確保状況について

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

全避難所で確保 23 3 9 6 4 1

一部避難所で確保 1 0 0 1 0 0

把握していない 3 2 0 1 0 0

全避難所で確保 20 2 8 6 3 1

一部避難所で確保 3 1 0 2 0 0

把握していない 5 2 0 2 0 1

市町村が保有する発電機等を必要な避難所に運搬している 20 2 8 6 3 1

4 0 1 2 1 0

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

25 5 8 7 4 1

　蓄電池 9 1 4 2 1 1

　上記以外の発電機器 2 1 0 1 0 0

　酸素ボンベ 1 0 0 1 0 0

　蘇生バッグ 1 0 1 0 0 0

　痰吸引器（手動式・足踏式） 2 0 1 1 0 0

　その他 1 0 0 1 0 0

　自家発電機（カセットボンベ式・ガソリン式）

指定一般
避難所

福祉一般
避難所

その他

   ア　要電源医療的ケア児者の医療機器を使用するための電源確保状況 市町村数
圏域

市町村が提携する機関・団体にて保有する発電機等を必要な避難所に運搬している

  イ　要電源児者が使用できるよう市町村または避難所で整備している物品
整備している

市町村数

圏域
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（２）避難先との調整

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

　指定一般避難所 14 4 6 3 1 0

　福祉避難所 20 5 5 6 2 2

　医療機関 20 4 6 6 2 2

12 1 3 5 1 2

最寄りの病院 4 1 1 2 0 0

災害拠点病院 5 2 3 0 0 0

主治医のいる病院 8 2 2 1 1 2

　避難先の想定をしていない 10 2 2 3 2 1

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

4 0 0 4 0 0

1 1 0 0 0 0

23 6 7 5 3 2

　避難先の想定をしていない 13 2 3 4 2 2

　障がい児者の情報を福祉避難所や医療機関に提供（避難先として未調整）

　避難先として想定はしているが、調整はできていない

　障がい児者の情報を福祉避難所や医療機関に提供（避難先として調整済み）

その他の避難先

　自宅

イ　避難所と想定する医療機関や福祉避難所への要電源医療的ケア児者の情報提供 市町村数
圏域

ア　想定している要電源医療的ケア児者の避難先 市町村数
圏域

かかりつけ医

9



 

 

 

２ 主な課題への対応について 

（１）要電源医療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進 

【現状と課題】 

○要電源医療的ケア児者等による「非常用電源装置等の備え（自助）」については、装置等の購入支援を求める声を受け、県では、

令和３年度に市町村を対象に「要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金」を創設（令和５年度拡充）。 

○要電源医療的ケア児者を対象に電源が必要な医療機器のための非常用電源装置等の購入支援制度（以下「補助制度」という。）を

整備する市町村は、令和５年度３０市町、令和６年度には３５市町となる見込み。 

＜補助制度整備市町村（予定含む）＞                                         ※R5.７月末時点 

年度 補助制度整備市町村 

R4 20 市町 
岐阜市※、各務原市※、羽島市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、大垣市、関市、美濃市、美濃加茂市、

可児市、郡上市、御嵩町、多治見市、中津川市、恵那市、土岐市、高山市、飛騨市 

R5 30 市町 
R4 年度に加え、次の 10 市町が整備 

瑞穂市※、北方町、養老町、関ケ原町、揖斐川町、大野町、坂祝町、川辺町、瑞浪市※、下呂市 

R6 見込 35 市町 R5 年度に加え、５市町が整備予定 海津市、神戸町、輪之内町、安八町、池田町 

       ※は障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業による補助制度 

○しかし、令和４年度に補助制度を整備する２０市町のうち、補助実績があったのは１５市町３８人に限られており、引き続き要 

電源医療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進に取り組む必要がある。 

    ＜実 績＞ 

年度 件数等 補助額 補助市町村 

R4   15市町38人 2,897,300 円 
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、笠松町、大垣市、関市、美濃市、美濃加茂市、
御嵩町、多治見市、中津川市、恵那市、土岐市、高山市 

【求められる対応策】 

① 電源を必要とする医療機器のための非常用電源装置等の確保の必要性等や補助制度についての普及啓発 

○要電源医療的ケア児者等を対象に「岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブック※（参考資料）」の紹介や補助制度の広報・ 

チラシの提供等による普及啓発の実施 

※掲載ホームページアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128726.html 

② 趣旨や地域ニーズを踏まえた補助制度の整備検討（補助制度の整備を予定していない市町村） 
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２ 主な課題への対応について 

（２）市町村における要電源医療的ケア児者の把握（公助）の推進 

【現状と課題】 

○これまで支援の基礎となる要電源医療的ケア児等の把握については、本人やその家族の支援の申し出によることが多く、必ずし 

も要電源医療的ケア児者の把握が進んでいない課題があった。 

○今年度、県が実施した重症心身障害児者等状況調査により、市町村が保持する情報を基に、「身体障害者手帳（１級・２級）と 

 療育手帳（Ａ・Ａ１・Ａ２）の両方を保持する者」や「障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス等を利用している医療的 

ケア児者」の情報集約・整理を依頼したところ、市町村が把握している要電源医療的ケア児者の数は増加した。 

○今後も、継続して市町村障がい福祉担当課が保持する障がい福祉関係の情報集約・整理を行い、要電源医療的ケア児者の把握を 

行うほか、身体障害者手帳を保持していない、障害福祉サービス等につながっていない要電源医療的ケア児者の把握に向け、市 

町村関係課間や外部関係機関との連携により、情報集約・整理等に取り組む必要がある。 

○市町村において把握している要電源医療的ケア児者数 令和５年度３０市町３８２人（令和４年度３１２人） 

 

【求められる対応策】 

① 市町村各担当課（保健センター含む）や保健所（県・岐阜市）等が保持する情報の共有・集約【別添資料１－３】 

○身体障害者手帳等の障害福祉関係情報のほか、特別障害者手当などの各種手当、障害福祉サービス等の支給決定状況等受給者 

などの情報を保持する市町村担当課間の連携による要電源医療的ケア児者の情報の共有・集約 

○母子保健法に基づく乳幼児健康診断結果・NICU 等医療機関からの情報提供など母子保健担当課の保持する要電源医療的ケア児 

者の情報の共有・集約【別添資料１－４】 

○市町村と県（保健医療課・保健所）との連携による要電源医療的ケア児者である人工呼吸器装着難病患者の情報の共有・集約 

【別添資料１－５】 

② 要電源医療的ケア児者の情報を保持する担当課の相談時等における要電源医療的ケア児者等支援の周知・案内 

③ 相談支援専門員（障がい福祉）やケアマネージャー（介護保険）等との連携による要電源医療的ケア児者の把握や制度の周知・啓発等 

市町村における独自の取組事例 

○大垣市【別添資料１－６】 

11



身体障害者手帳の情報

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等の申請時診断書情報

障害福祉サービス等の支給決定状況等受給者証情報

(障がい)日常生活用具・補装具の申請・支給時の把握情報

要電源医療的ケア児者非常用電源整備補助情報

医療的ケア児支援の協議の場、障害者自立支援協議会等の情報

訪問看護ステーションからの提供情報（情報提供書）

母子保健法に基づく乳幼児健康診査結果 【別添資料1－4】

NICU等医療機関からの提供情報（母子保健関係） 【別添資料1－4】

介
護

介護保険サービスの支給決定状況等受給者証情報（認定調査、アセスメント、ケアプラン、モニタリング結果等）

保
健
所

保健所が提供できる「人工呼吸器装着難病患者情報」 【別添資料1－5】

児童扶養手当更新申請時等に保護者からの聴き取り

民生委員等からの情報提供

その他、本人・家族からの福祉担当課・保健センター等窓口への相談から明らかになった内容

要電源医療的ケア児者把握における活用情報の例

要電源医療的ケア児者把握のために活用する保健福祉等情報の例

障
害
福
祉

母
子
保
健

そ
の
他

別添資料1-3
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電源が必要な医療的ケア児の把握について（母子保健）

①母子保健法に基づく健康診査

・母子保健法第１２条：１歳６か月 ３歳
・母子保健法第１０条：乳児健診（４か月）
・乳児健診の受診率は１００～９７％
・未受診者には必ず連絡をして現状を確認（最終未把握率０．８％）

②母と子の健康サポート事業

○R3年度実績（訪問理由：児側）

・低体重や早産を理由とする訪問が多い
・上記の場合、NICU（新生児集中治療室）に入院す
るケースがほとんど

・医療的ケア児には、NICUに長期入院し、人工呼
吸器や胃ろうなど機器をつけたまま退院し、引き
続き医療的ケアを必要とする児が多い。

・医療的ケアが必要な児の退院時には、カンファレ
ンスが開かれることもある。

・約７０％の事例に対し退院から１か月以内に家庭
訪問している。

＜参考：体重別出生数 R２＞

別添資料１−４
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市町村と県（保健医療課・保健所）との連携による人工呼吸器装着難病患者の情報の共有・集約 

１ 県保健医療課が保有する難病患者等の情報提供について 
   市町村が、「避難行動要支援者名簿」登載対象者の把握にあたり、難病患者等の情報が必要な場合、災害対策基本法第４９条の１０第４項に基づき、当

課より情報提供が可能。 
 （１）情報提供の対象者 
   ・難病法第７条第１項に規定する医療費支給認定を受けている指定難病患者 
   ・児童福祉法第１９条の３第３項に規定する医療費支給認定を受けている小児慢性特定疾病児童等 
 （２）提供可能な情報 
    避難行動要支援者名簿に記載・記録等のために、市町村長が必要とする事項 
 （３）提供の依頼方法・提供方法 
    依頼：市町村長からの文書依頼（記載例参照） 
       ・まずは、保健医療課宛に電話で依頼のこと。 
       ・文書には、災害対策基本法に基づく依頼であることを記載すること。 
       ・文書は提供先とするメールアドレスより提出すること。多数が閲覧できないもの（個人アドレス）が望ましい。（提供時の誤送防止のため） 
    提供：保健医療課からの電子ファイルによる提供 

【連絡先】保健医療課 難病対策係 058-272-1111（内線 3320 担当：山内） 
【R4 年度提供状況】 

提供市町村数：12 か所 
対象者 難病・小慢 難病のみ 

市町村数 １１ ８ 
 

提供項目 氏名 生年月日 性別 住所 電話番号 送付先 疾病名 人工呼吸器有無※ 
市町村数 １１ １１ ５ １１ １０ １ ３ ２ 

 ※人工呼吸器有無：人工呼吸器特例認定の有無。常時人工呼吸器を装着している者が対象となる。 

別添資料１−５ 
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２ 保健所との連携による「災害時要支援難病患者」の把握 
   保健所では、「災害時要支援難病患者」について、リストを作成している。 
   ＜対象者の例＞ ・ALS 患者及び高度な医療処置を受けている者（人工呼吸器装着患者や気管切開患者など） 

・面接相談等で把握した日常生活において全面介助を要する等自力での避難行動が困難と思われる者 等 
令和４年度 在宅人工呼吸器使用難病患者に対する災害時準備支援を実施 

目的 
市町村と協力して、患者の災害時準備状況を把握し、備えに対する支援を実施していくことで、在宅人工呼吸器使用難病患者の支援体制を
確保する。 

対象者 特定医療費受給者のうち、ALS の患者で、在宅において人工呼吸器を使用している（人工呼吸器特例認定されている）患者 

実施内容 

・市町村との同行訪問に対し、対象者の同意が得られた場合、保健所と市町村担当者が同行訪問し、災害時の準備状況を把握する。（同行訪
問への同意が得られない場合も、情報共有については同意を得て、要支援者名簿への登録や個別避難計画の策定状況を把握する。） 

・保健所は、対象者について、市町村が実施する個別避難計画作成に対する支援を実施する。 
→実施ができなかった事例については、翌年度に引き継いで実施する。 

【実施による良かった点・課題】 
良かった点 今後の課題 

・実際の患者の様子を見ることが無かったため、生活実態を知ることができた。 
・どのように進めていくか悩んでいた最中であったため、同行訪問できて良か

った。 
・家族が介護のために外出が困難なケースについて、同行訪問することで、避

難行動要支援者名簿に関すること等、直接説明することができた。 
・災害時の ALS 患者支援に関する市町村の窓口を決めることができた。 
・今回対象となった患者以外の計画作成に関する相談ができた。 
・防災と福祉・保健が連携し、個別避難計画の策定を進めることができた。 
・福祉避難所の決定や、避難訓練、消防との連携等に取り組めた。 

・担当部署を決定することができなかった。 
・市町村内部で役割が別れているが、一緒に協議する場がない。避難場

所の決定や避難経路の具体化のためには、一部署での取り組みでは解
決できない。 

・家族が自治会に病気を知られることに抵抗があり、全関係者への情報
共有に同意できないと個別避難計画の作成ができないという事例が
あった。 

・市町村の中で具体的な支援体制が整っていない中での計画策定に課題
を感じた。 
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○医療依存度の高い重症心身障がい児の在宅療養への移行が推奨されてお
り、医療的ケア児が地域で安心して在宅生活を継続するためにさまざま
な関係機関が関わり強化していく必要がある。大垣市（障がい福祉課）
では保健センター等市関係部門からの情報提供のほか、訪問看護ステー
ションとの連携により、電源が必要な医療的ケア児等のリスト化をして
把握に努めている。

＜訪問看護ステーションとの連携（大垣市での取り組み一例）＞
年度当初に、訪問看護の情報提供依頼書にて、18歳未満の訪問看護利

用者の情報提出を、市内全訪問看護ステーションに依頼している。

※訪問看護情報提供療養費１ 1,500円／月
利用者からの同意を得て、市町村等の求めに応じて、訪問看護の情

報提供書を提供することにより算定が可能（ただし対象者は、15歳未
満の小児、精神障害を有する者、特掲診療料の施設基準等別表第八に
掲げる者等）

○医療的ケア児とその家族が地域で安心して在宅生活を継続するために、医療的ケア
児等の状況を把握しておく必要がある。

電源が必要な医療的ケア児等を把握するための
訪問看護ステーションとの連携について

別添資料１−６
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２ 主な課題への対応について 

（３）避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定における要電源医療的ケア児者への対応等 

【現状と課題】 

① 要電源医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿の登録や個別避難計画の策定の対象者としていない市町村が多い 

  ○避難行動要支援者名簿（以下「要支援者名簿」という。）の登録や個別避難計画（以下「避難計画」という。）の策定の対象となる身体 

障害者等に該当する要電源医療的ケア児者については、要支援者名簿登録や避難計画の策定の対象となるが、それ以外の要電源医療的 

ケア児者を要支援者名簿登録の対象としている市町村は６市町に限られる（本人や家族が希望する場合を除く）。 

  ○しかし、要電源医療的ケア児者についても、市町村や関係機関等の支援が必要となることから、名簿登録や避難計画策定の対象として 

積極的に位置付けることが不可欠と考えられる。 

身体障害者以外の要電源医療的ケア児者を名簿掲載の対象としている市町村（自ら掲載を希望したものを除く）（６市町） 

  山県市、大野町、関市、美濃市、美濃加茂市、白川町 

② 要支援者名簿や避難計画において要電源医療的ケア児者や要電源医療的ケアの内容把握ができない市町村が多い 

○要支援者名簿の「避難支援等を必要とする事由」を記載する欄において「要電源医療的ケア児者」を確認（把握）できる市町村は、 

７市町に限られ、避難計画において「要電源医療的ケア児者の状況（本人の状態、医療的ケアの内容、使用する医療機器等）」を確認（把

握）できる市町村は１１市町に限られる。 

避難行動要支援者名簿内において要電源医療的ケア児者を確認できる市町村（７市町） 

  岐阜市、岐南町、揖斐川町、可児市、坂祝町、白川町、東白川村 

個別避難計画において要電源医療的ケア児者の状況を確認できる市町村（11 市町） 

 岐阜市、山県市、本巣市、神戸町、揖斐川町、可児市、白川町、御嵩町、多治見市、恵那市、下呂市 

   

【求められる対応策】【別添資料１－７】 

① 避難行動要支援者名簿登録の対象者の要電源医療的ケア児者への拡大 

○医療的ケア児者、特に要電源医療的ケア児者については、身体障害者手帳等の保持の有無に限らず、避難行動時の支援が必要なことから、

要電源医療的ケア児者をはじめとした医療的ケア児者を市町村が整備している避難行動要支援者名簿登録の対象とするとともに、「避難

支援等を必要とする理由」にその旨を記載 

 ② 個別避難計画の策定に係る要電源医療的ケア情報の反映 

○避難計画の策定にあたり、「避難時に配慮しなくてはならない事項」欄や「特記事項」欄などに、医療的ケアの内容、使用している医療

機器（電源の要否を含む）とその詳細、支援している関係機関等を可能な限り反映 
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【参考】避難行動要支援者名簿と個別避難計画について

過去の災害において、多くの高齢者や障がい者等（要配慮者）が被害に遭っている状況を踏まえ、要
配慮者一人ひとりの個別避難計画を作成することにより、災害時の避難支援等を実効性を高める

制度の趣旨

○高齢者や障がい者など自ら避難することが困難な避難行動要支援者について、避難の支援、安
否の確認などの避難支援等を実施するための基礎とする名簿

○平成25年の災害対策基本法改正により、名簿の作成が市町村の義務となった
災害対策基本法第49条の10 （一部省略）
市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行

動要支援者名簿を作成しておかなければならない。

避難行動要支援者名簿

名簿掲載者に対し、個別避難計画を作成
※作成の同意が取れた場合に限る

○避難行動要支援者ごとに作成する避難支援のための計画
○令和3年の災害対策基本法改正により、計画の作成が市町村の努力義務となった

災害対策基本法第49条の14 （一部省略）
市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、個別避難計画を作成するよう努めなければならな

い。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

＜個別避難計画に記載する事項＞ ※①～⑥は避難行動要支援者名簿記載事項
①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所又は居所 ⑤電話番号その他の連絡先 ⑥避難支援等を必要とする理由
⑦避難支援等実施者 ⑧避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
⑨避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

個別避難計画

別添資料１−７
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【参考】避難行動要支援者名簿の様式例

出典：内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

様式中の項目例に医療的ケア
に関する項目を記載
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【参考】個別避難計画の様式例

出典：内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

・医療的ケアの内容
・使用している医療機器（電源の

要否を含む）とその詳細
・支援している関係機関

などを記載
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【参考】個別避難計画の様式例（記載イメージ）

出典：内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 参考資料」
兵庫県 防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進事業 実行委員会 作成24



 

 

２ 主な課題への対応について 

（４）その他の課題 

【現状と課題】 

○要電源医療的ケア児者の受入れを踏まえた避難所における電源を必要とする医療機器を使用するための電源確保や避難先 

 との事前調整 

  

 

【求められる対応策】 

① 要電源医療的ケア児者の避難所における電源を必要とする医療機器を使用するための電源確保や避難先との調整 

   ○避難先の確保と避難先への要電源医療的ケア児の情報の共有 

○予定している避難先（特に避難所・福祉避難所）での要電源医療的ケア児者の人数や必要とする電力量を踏まえた電源の確 

 保 

② 要電源医療的ケア児者を対象とした避難計画の策定にあたっての要電源医療的ケア児者等や関係機関との調整等 

○保護者が避難計画を策定し市町村に提出したが、市町村から何の連絡や調整もなく、本当に支援してもらえるのか不安である

との意見があったことから、要電源医療的ケア児者等や関係機関と連絡・調整を行なった上で、避難計画の策定をする。 

【先進事例(参考)】 

関係機関の連携による医療的ケア児の避難訓練（佐賀県武雄市） 

概 要：電源が必要な医療的ケア児に対して、個別避難計画をもとに避難訓練を実施し、訓練での気づきを個別避難計画 

に反映。 

     参加者：対象児及びその保護者、消防署、保健福祉事務所、地区民生委員、訪問看護ステーション、医療機器メーカー 

ヘルパー事務所、武雄市役所（防災・減災課、福祉課、こども家庭課） 
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